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議会棟前の歩道は
歩行者の往来は可

議員用駐車場
の車両出入は可

【図１】工事期間中の運用（利用制限の解除前）

本庁舎

議会棟工事期間中は，議会棟北側に足
場等を設置するほか，搬入用の
クレーンやその他工事車両等が
駐留

【工事期間】
令和７年５月１日（木）〜

令和８年５月１０日（日）まで
（必要に応じ，土日祝・

年末年始を含む）

障がい者用駐車場の利用は可

1

タクシー待機所を移転

議会棟前の車道は立入禁止とし，
車両の往来と駐車場の利用が終日不可
（工事車両等が駐留するため）

本庁舎北駐車場の
一部が終日利用不可
（仮設事務所等を設置す
るため）

市内循環バス「きぶな」の
「市役所庁舎前」停留所の
利用が終日不可

「宇都宮市役所」
停留所の利用を案内

凡例
  …工事期間中も従来どおり
  …工事期間中は利用不可
  …工事期間中は変更となるもの

正面玄関
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【図２】工事完了後の運用（利用制限の解除後）

本庁舎

議会棟

2

タクシー待機所は引き続き
この位置で継続して運用

５月７日（木）から，
議会棟前の車両の往来と
駐車場の利用を再開

５月１６日（土）から，
利用不可としていた
本庁舎北駐車場の
利用を再開

５月７日（木）から，
「市役所庁舎前」停留所の
利用を再開

正面玄関

５月７日（木）から，
一般車両の乗降場
として運用


